
２０２３年１０月 

お客さま各位 

新湊 信 用金 庫 

 

インボイス制度への対応に関するお知らせ 

 

 

 ２０２３年１０月１日より、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除方式として、

インボイス制度（適格請求書等保存方式）が開始されました。 

 これを受けて、新湊信用金庫は適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、登録

番号をお知らせいたします。 

 

【当金庫の適格請求書発行事業者登録番号】 

登 録 番 号 Ｔ２２３０００５００７１８９ 

名 称 新湊信用金庫 

本 店 所 在 地 富山県射水市中新湊１２番２０号 

 

また、当金庫のインボイス制度への対応方法は下記のとおりとさせていただきます。 

なお、インボイス制度の詳細につきましては、国税庁のＷｅｂサイトをご参照くださ

い。 

 

 

記 

 

 

１．営業店窓口等でお支払いいただく各種手数料について 

 営業店窓口に備付けの振込依頼書をご利用いただいて振込を実施した場合や、営業

店窓口等で各種手数料（両替手数料、融資関係手数料等）をお支払いいただいた場合

などは、インボイス要件を満たした「振込金受取書」「領収書」等を発行いたします。 

 

 

２．ＡＴＭでのお取引について 

 ＡＴＭでのお取引につきましては、インボイスの交付義務が免除される「自動販売

機特例」の対象となるため、インボイスは発行いたしませんので、ご了承ください。 

 お客さまが一定の事項を記載した帳簿を保存することで消費税の仕入税額控除を受

けることが可能となります。 

 

 



３．口座振替でお支払いいただく各種手数料について 

 預金口座より自動振替（口座振替）でお支払いいただいている各種手数料につきましては、ご希望

のお客さまに対し、インボイスの要件を満たした「インボイス管理票」を「電子交付」にてご提供い

たします。 

 「インボイス管理票」の電子交付をご希望されるお客さまは、別紙「しんきん電子交付サービス利

用（開始・停止）申込書」に必要事項をご記入の上、お取引店への提出をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

《インボイス管理票について》 
 

【交付対象のお客さま】 法人・個人事業主のお客さま 

 

【ご 利 用 手 数 料】 無 料 

  

【インボイス管理票 掲載対象のお取引】              令和 5年 9月 30日 現在 

手数料名 詳  細 

振込手数料 

・インターネットバンキング (法人：総振・給振・都度振込) 

(個人：都度振込) 

・ファーム･ホームバンキング(ＦＢ・ＨＢ 資金移動) 

・定額自動送金サービス    (自動振込) 

月額基本手数料 
・インターネットバンキング (法人) 

・ファーム･ホームバンキング(ＦＢ・ＨＢ) 

口座振替手数料 
・インターネットバンキング(法人：インターネットバンキング

のファイル伝送サービスによる口座振替のみ) 

代金取立手数料 手形・割引手形の取立（小切手の取立は除く） 

小切手帳発行手数料 発行と同時に当座預金より自動引落するもの 

手形帳発行手数料 発行と同時に当座預金より自動引落するもの 

借入用手形用紙発行手数料 発行と同時に預金口座より自動引落するもの 

残高証明書発行手数料 定例発行分。預金口座より自動引落するもの 

でんさい関連手数料 月額基本手数料、各記録請求手数料、決済事務手数料等 

 

【インボイス管理票の電子交付利用方法】 

 「しんきん電子交付サービス利用（開始・停止）申込書」に記載していただいたメールアドレス宛

に、サービスご利用に必要な情報を記載した「ＩＤ・パスワード通知書」を送付いたします。 

 

【インボイス管理票の交付時期】 

・毎月１日から月末日までの１カ月分のお取引を集計し、基準月の翌々月の初旬に交付いたします。

（例：１０月分のインボイスの電子交付は１２月初旬となります。） 

・対象となるお取引がない月につきましては、「インボイス管理票」の作成・交付は行いません。 

また、交付の有無等につきましても、特段のご連絡は差し上げませんので、お客さまにて交付の状

況をご確認いただきますよう、ご了承願います。 

 

４．ご留意事項 

 インボイスの再交付はいたしかねますので、大切に保管いただきますようお願いいたします。 

 

以上 

令和５年１０月分の電子交付をご希望の場合は令和５年１１月２０日までに「しんきん電子交

付サービス利用（開始・停止）申込書」のご提出が必要となります。 



当社（私）は、しんきん電子交付サービスによるインボイス管理票の発行を下記のとおり申請いたします。

新湊信用金庫　御中 太枠内をご記入願います 　　年　　　　月　　　　日

住所（〒　　　－　　　　　） 連絡先電話番号　　　　　　－　　　　　　　－

氏名

電子メールアドレス　（文字数が多い場合は下段もご使用下さい） ※ご利用申込の場合にご記入下さい

<金庫使用欄> <営業店使用欄>

<本部使用欄>

 　情報照会（55-211）の１枚目を添付。

※受付店舗で交付希望の顧客情報すべてを記載・設定（OP10-012）

※電子交付開始年月の翌月末が設定期日となる（OP10-012）。印字は本書裏面

※設定後、速やかに本書を本部担当部署へ送付

店舗名（店番）

顧客番号

係印検印
※裏面に統一顧客名寄せ情報照会（55-060）を印字した、顧客総合取引

しんきん電子交付サービス利用（ 開始 ・ 停止 ）申込書

お届け印鑑

店舗名（店番） 検印 印鑑照合 係印

フリガナ※

アドレス

フリガナ※

　※電子交付サービス利用に必要なログインＩＤ・パスワード・URLは、上記電子メールアドレス宛に通知致します。
　　　ドメイン”@shinminato-shinkin.co.jp”からのメールを受信できるよう設定をお願い致します。
　※ご利用にあたっては、ＩＤ・パスワード通知時に同封する「ご利用マニュアル」をご一読頂きますようお願いします。

例：「令和5年10月」を電子交付開始年月とする場合には令和5年11月20日までにご提出下さい。

　　□「インボイス管理票」（PDF）は作成月から１３ヶ月間取得可能です。
　　　　その後は削除されていくため都度保存をお願い致します。再交付はできません。

　【留意事項】

　　□「電子交付開始年月」より過去の「インボイス管理票」の取得はできません。

電子交付開始年月 　　年　　　　　月 ※ご利用申込の場合にご記入下さい

ご利用停止年月 　　年　　　　　月 ※ご利用停止の場合にご記入下さい

顧客番号

※本申込書は「電子交付開始年月」の翌月20日までにご提出していただく必要があります。

　　例：「電子交付開始年月」が令和５年10月の場合、令和５年12月10日頃に令和５年10月分
　　　　が閲覧可能となり、令和５年11月分は令和６年１月10日頃に閲覧可能となります。

　　□「電子交付開始年月」の翌々月より毎月10日頃に電子交付による閲覧が可能となります。

　　□電子交付ご希望の店舗のすべての対象取引の明細の閲覧が可能となります。

　　□対象月に明細がない場合は、「インボイス管理票」の発行は行いません。

お取引店舗
（電子交付ご希望

店舗に☑）

□本店営業部　　□中曽根支店
□西部支店　□高岡支店　　□富山支店
□歌の森支店　　□大門支店

アドレス

※お手数ですが、誤読しやすい文字の上に「フリガナ」で補記をお願いします
　　（例）数字：0（ゼロ） １（イチ）　 英字：ｌ（エル）　o(オ-)   下線：アンダーバー（ 　 ）

ご担当者
（申込人と異なる場合）


